
 
 
 

港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱の一部改正について 

 

 

１ 趣旨 

  用語の整理に伴い、港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱（平成 31年２月港湾管一

第 879 号）の一部を改正しました。 

  
２ 改正の概要 
  別添「新旧対照表」のとおり 

 
３ 施行日 
  令和５年６月１日 



 

要綱（現行） 要綱（改正案） 備考 

 

港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱（平成31年２月港湾管一第879号） 

（第１条から第９条まで省略） 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１号から第13号まで省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱（平成31年２月港湾管一第879号） 

   （第１条から第９条まで省略） 

附 則（令和５年５月25日港湾港第119号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱の規定による

様式書類の作成その他の行為は、改正後の要綱の規定による行為とみなす。 

 

   （様式第１号から第13号まで省略） 

 

 

 

 

〇附則の追加 

 

 

 

〇様式の変更による経過措置を設

定 

 

別 添 



要綱（現行） 要綱（改正案） 備考 

 

第 14号様式（第２条第６号） 

 

旅客人数届出書 

年  月  日 

 

（届出先） 

  

住所又は所在地 

届出者  氏名又は名称 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

連  絡  先 

 

旅客人数について、次のとおり届け出ます。 

使 用 月 

年   月 

（備考） 

１ 当該月に離岸日が属するものを記載し、翌月の５日までに提出すること。 

２ 乗下船客数は実数ではなく、乗下船し得る人数を記載すること。   

３ 様式については、適宜修正して使用すること。                 (A4) 
 

 
（様式第15号以降省略） 

コ ー ル 

サ イ ン 
船 名 係留岸壁 着 岸 日 時 離 岸 日 時 下船客数 乗船客数 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

計 
 

 
   

人 

 

人 

 
第 14号様式（第２条第６号） 

 

旅客人数届出書 

年  月  日 

 

（届出先） 

  

住所又は所在地 

届出者  氏名又は名称 

（法人の場合は、名称・代表者の氏名） 

連  絡  先 

 

旅客人数について、次のとおり届け出ます。 

使 用 月 

年   月 

（備考） 

１ 当該月に離岸日が属するものを記載し、翌月の５日までに提出すること。 

２ 入港時及び出港時旅客数は、旅客受入設備を使用し得る人数を記載すること。   

３ 様式については、適宜修正して使用すること。                 (A4) 
 
 

（様式第15号以降省略） 

コ ー ル 

サ イ ン 
船 名 係留岸壁 着 岸 日 時 離 岸 日 時 

入港時 

旅客数 

出港時 

旅客数 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

  
  / ：   / ：  

 

人 

 

人 

計 
 

 
   

人 

 

人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇条例の文言に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇条例の文言に合わせて修正 

 

 

 


